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特
許
法

〔
昭
和
三
四
年
四
月
一
三
日
法
律
一
二
一
〕

〔
最
終
改
正　

平
成
二
〇
年
四
月
一
八
日
法
律
一
六
〕

　

第
一
章　

総　

則

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
法
律
は
、
発
明
の
保
護

及
び
利
用
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
発

明
を
奨
励
し
、
も
つ
て
産
業
の
発
達

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
法
律
で
「
発
明
」
と

は
、
自
然
法
則
を
利
用
し
た
技
術
的

思
想
の
創
作
の
う
ち
高
度
の
も
の
を

い
う
。

　

実
用
新
案
法

〔
昭
和
三
四
年
四
月
一
三
日
法
律
一
二
三
〕

〔
最
終
改
正　

平
成
二
〇
年
四
月
一
八
日
法
律
一
六
〕

　

第
一
章　

総　

則

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
法
律
は
、物
品
の
形
状
、

構
造
又
は
組
合
せ
に
係
る
考
案
の
保

護
及
び
利
用
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
考
案
を
奨
励
し
、
も
つ
て
産
業

の
発
達
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
法
律
で
「
考
案
」
と
は
、

自
然
法
則
を
利
用
し
た
技
術
的
思
想

の
創
作
を
い
う
。

　

意
匠
法

〔
昭
和
三
四
年
四
月
一
三
日
法
律
一
二
五
〕

〔
最
終
改
正　

平
成
二
〇
年
四
月
一
八
日
法
律
一
六
〕

　

第
一
章　

総　

則

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
法
律
は
、
意
匠
の
保
護

及
び
利
用
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
意

匠
の
創
作
を
奨
励
し
、
も
つ
て
産
業

の
発
達
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

（
定
義
等
）

第
二
条　

こ
の
法
律
で
「
意
匠
」
と
は
、

物
品
（
物
品
の
部
分
を
含
む
。
第
八

条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）
の
形
状
、

模
様
若
し
く
は
色
彩
又
は
こ
れ
ら
の

結
合
で
あ
つ
て
、
視
覚
を
通
じ
て
美

感
を
起
こ
さ
せ
る
も
の
を
い
う
。

　

商
標
法

〔
昭
和
三
四
年
四
月
一
三
日
法
律
一
二
七
〕

〔
最
終
改
正　

平
成
二
〇
年
四
月
一
八
日
法
律
一
六
〕

　

第
一
章　

総　

則

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
法
律
は
、
商
標
を
保
護

す
る
こ
と
に
よ
り
、
商
標
の
使
用
を

す
る
者
の
業
務
上
の
信
用
の
維
持
を

図
り
、
も
つ
て
産
業
の
発
達
に
寄
与

し
、
あ
わ
せ
て
需
要
者
の
利
益
を
保

護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
等
）

第
二
条　

こ
の
法
律
で
「
商
標
」
と
は
、

文
字
、
図
形
、
記
号
若
し
く
は
立
体

的
形
状
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
結
合
又

は
こ
れ
ら
と
色
彩
と
の
結
合
（
以
下

「
標
章
」
と
い
う
。）
で
あ
つ
て
、
次

に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

　

一　

業
と
し
て
商
品
を
生
産
し
、
証

明
し
、
又
は
譲
渡
す
る
者
が
そ
の

商
品
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も
の

　

二　

業
と
し
て
役
務
を
提
供
し
、
又

は
証
明
す
る
者
が
そ
の
役
務
に
つ

い
て
使
用
を
す
る
も
の
（
前
号
に

特
許
法
第
一
条

実
用
新
案
法
第
一
条

意
匠
法
第
一
条

商
標
法
第
一
条
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２　

こ
の
法
律
で
「
特
許
発
明
」
と
は
、

特
許
を
受
け
て
い
る
発
明
を
い
う
。

３　

こ
の
法
律
で
発
明
に
つ
い
て
「
実

施
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
い

う
。

　

一　

物
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
含
む
。

以
下
同
じ
。）
の
発
明
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
物
の
生
産
、
使
用
、
譲

渡
等（
譲
渡
及
び
貸
渡
し
を
い
い
、

そ
の
物
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
で
あ
る

場
合
に
は
、
電
気
通
信
回
線
を
通

じ
た
提
供
を
含
む
。以
下
同
じ
。）、

輸
出
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
等

の
申
出
（
譲
渡
等
の
た
め
の
展
示

を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
を
す
る

行
為

　

二　

方
法
の
発
明
に
あ
つ
て
は
、
そ

２　

こ
の
法
律
で
「
登
録
実
用
新
案
」

と
は
、
実
用
新
案
登
録
を
受
け
て
い

る
考
案
を
い
う
。

３　

こ
の
法
律
で
考
案
に
つ
い
て
「
実

施
」
と
は
、
考
案
に
係
る
物
品
を
製

造
し
、
使
用
し
、
譲
渡
し
、
貸
し
渡

し
、
輸
出
し
、
若
し
く
は
輸
入
し
、

又
は
そ
の
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の

申
出
（
譲
渡
又
は
貸
渡
し
の
た
め
の

展
示
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
を
す

る
行
為
を
い
う
。

２　

前
項
に
お
い
て
、
物
品
の
部
分
の
形

状
、
模
様
若
し
く
は
色
彩
又
は
こ
れ
ら

の
結
合
に
は
、
物
品
の
操
作
（
当
該
物

品
が
そ
の
機
能
を
発
揮
で
き
る
状
態
に

す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。）

の
用
に
供
さ
れ
る
画
像
で
あ
つ
て
、
当

該
物
品
又
は
こ
れ
と
一
体
と
し
て
用
い

ら
れ
る
物
品
に
表
示
さ
れ
る
も
の
が
含

ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

４　

こ
の
法
律
で
「
登
録
意
匠
」
と
は
、

意
匠
登
録
を
受
け
て
い
る
意
匠
を
い

う
。

３　

こ
の
法
律
で
意
匠
に
つ
い
て
「
実

施
」
と
は
、
意
匠
に
係
る
物
品
を
製

造
し
、
使
用
し
、
譲
渡
し
、
貸
し
渡

し
、
輸
出
し
、
若
し
く
は
輸
入
し
、

又
は
そ
の
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の

申
出
（
譲
渡
又
は
貸
渡
し
の
た
め
の

展
示
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
を
す

る
行
為
を
い
う
。

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

２　

前
項
第
二
号
の
役
務
に
は
、
小
売

及
び
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ

る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供
が
含

ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

５　

こ
の
法
律
で
「
登
録
商
標
」
と
は
、

商
標
登
録
を
受
け
て
い
る
商
標
を
い

う
。

３　

こ
の
法
律
で
標
章
に
つ
い
て
「
使

用
」
と
は
、次
に
掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

　

一　

商
品
又
は
商
品
の
包
装
に
標
章

を
付
す
る
行
為

　

二　

商
品
又
は
商
品
の
包
装
に
標
章

を
付
し
た
も
の
を
譲
渡
し
、
引
き

渡
し
、
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
し
の

た
め
に
展
示
し
、
輸
出
し
、
輸
入

し
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

て
提
供
す
る
行
為

　

三　

役
務
の
提
供
に
当
た
り
そ
の
提

供
を
受
け
る
者
の
利
用
に
供
す
る

物
（
譲
渡
し
、
又
は
貸
し
渡
す
物

を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
標
章

を
付
す
る
行
為

実
用
新
案
法
第
二
条

意
匠
法
第
二
条

商
標
法
第
二
条

特
許
法
第
二
条
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の
方
法
の
使
用
を
す
る
行
為

　

三　

物
を
生
産
す
る
方
法
の
発
明
に

あ
つ
て
は
、
前
号
に
掲
げ
る
も
の

の
ほ
か
、
そ
の
方
法
に
よ
り
生
産

し
た
物
の
使
用
、
譲
渡
等
、
輸
出

若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
等
の
申

出
を
す
る
行
為

４　

こ
の
法
律
で
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
」

と
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
電
子
計
算
機

に
対
す
る
指
令
で
あ
つ
て
、
一
の
結

果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
組

み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
そ
の
他

電
子
計
算
機
に
よ
る
処
理
の
用
に
供

す
る
情
報
で
あ
つ
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

準
ず
る
も
の
を
い
う
。

　

四　

役
務
の
提
供
に
当
た
り
そ
の
提

供
を
受
け
る
者
の
利
用
に
供
す
る

物
に
標
章
を
付
し
た
も
の
を
用
い

て
役
務
を
提
供
す
る
行
為

　

五　

役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
物

（
役
務
の
提
供
に
当
た
り
そ
の
提

供
を
受
け
る
者
の
利
用
に
供
す
る

物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
標

章
を
付
し
た
も
の
を
役
務
の
提
供

の
た
め
に
展
示
す
る
行
為

　

六　

役
務
の
提
供
に
当
た
り
そ
の
提
供

を
受
け
る
者
の
当
該
役
務
の
提
供
に

係
る
物
に
標
章
を
付
す
る
行
為

　

七　

電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、

磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚

に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
方
法
を
い
う
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。）
に
よ
り
行
う
映
像
面

を
介
し
た
役
務
の
提
供
に
当
た
り

そ
の
映
像
面
に
標
章
を
表
示
し
て

役
務
を
提
供
す
る
行
為

　

八　

商
品
若
し
く
は
役
務
に
関
す
る

広
告
、
価
格
表
若
し
く
は
取
引
書

類
に
標
章
を
付
し
て
展
示
し
、
若

し
く
は
頒
布
し
、
又
は
こ
れ
ら
を

内
容
と
す
る
情
報
に
標
章
を
付
し

て
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る

行
為

特
許
法
第
二
条

商
標
法
第
二
条
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（
期
間
の
計
算
）

第
三
条　

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に

基
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
計

算
は
、
次
の
規
定
に
よ
る
。

　

一　

期
間
の
初
日
は
、算
入
し
な
い
。

た
だ
し
、
そ
の
期
間
が
午
前
零
時

か
ら
始
ま
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

　

二　

期
間
を
定
め
る
の
に
月
又
は
年

を
も
つ
て
し
た
と
き
は
、
暦
に
従

う
。
月
又
は
年
の
始
か
ら
期
間
を

起
算
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
期
間

は
、
最
後
の
月
又
は
年
に
お
い
て

そ
の
起
算
日
に
応
当
す
る
日
の
前

日
に
満
了
す
る
。
た
だ
し
、
最
後

〈
第
二
条
の
五
第
一
項
で
準
用
す
る
特

許
法
第
三
条
〉

４　

前
項
に
お
い
て
、
商
品
そ
の
他
の

物
に
標
章
を
付
す
る
こ
と
に
は
、
商

品
若
し
く
は
商
品
の
包
装
、
役
務
の

提
供
の
用
に
供
す
る
物
又
は
商
品
若

し
く
は
役
務
に
関
す
る
広
告
を
標
章

の
形
状
と
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
る
も

の
と
す
る
。

６　

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
商
品
に
類

似
す
る
も
の
の
範
囲
に
は
役
務
が
含

ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
も
の
と
し
、
役

務
に
類
似
す
る
も
の
の
範
囲
に
は
商

品
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
も
の
と

す
る
。

〈
第
七
十
七
条
第
一
項
で
準
用
す
る
特

許
法
第
三
条
〉

〈
第
六
十
八
条
第
一
項
で
準
用
す
る
特

許
法
第
三
条
〉

商
標
法
第
二
条

実
用
新
案
法

意
匠
法

特
許
法
第
三
条
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の
月
に
応
当
す
る
日
が
な
い
と
き

は
、そ
の
月
の
末
日
に
満
了
す
る
。

２　

特
許
出
願
、
請
求
そ
の
他
特
許
に

関
す
る
手
続
（
以
下
単
に
「
手
続
」

と
い
う
。）
に
つ
い
て
の
期
間
の
末

日
が
行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
一

号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
翌

日
を
も
つ
て
そ
の
期
間
の
末
日
と
す

る
。

（
期
間
の
延
長
等
）

第
四
条　

特
許
庁
長
官
は
、
遠
隔
又

は
交
通
不
便
の
地
に
あ
る
者
の
た

め
、
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
第

四
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、
第

百
八
条
第
一
項
、
第
百
二
十
一
条
第

一
項
又
は
第
百
七
十
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
五
条　

特
許
庁
長
官
、
審
判
長
又
は

審
査
官
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ

り
手
続
を
す
べ
き
期
間
を
指
定
し
た

と
き
は
、請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、

そ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

〈
第
三
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第

五
十
四
条
の
二
第
五
項
で
準
用
す
る
特

許
法
第
四
条
（
同
条
中
「
特
許
庁
長

官
」
と
あ
る
の
は
、「
審
判
長
」
と

読
み
替
え
る
）〉

〈
第
四
十
五
条
第
二
項
で
準
用
す
る
特

許
法
第
四
条
〉

〈
第
二
条
の
五
第
一
項
で
準
用
す
る
特

許
法
第
五
条
〉

〈
第
七
十
七
条
第
一
項
で
準
用
す
る
特

許
法
第
四
条
（
同
条
中
「
第
百
二
十
一

条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、「
商
標

法
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第

四
十
五
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
）〉

〈
第
七
十
七
条
第
一
項
で
準
用
す
る
特

許
法
第
五
条
〉

〈
第
六
十
八
条
第
一
項
で
準
用
す
る
特

許
法
第
四
条
（
同
条
中
「
第
百
二
十
一

条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、「
意
匠

法
第
四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第

四
十
七
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
）〉

〈
第
六
十
八
条
第
一
項
で
準
用
す
る
特

許
法
第
五
条
〉

実
用
新
案
法

意
匠
法

商
標
法

特
許
法
第
四
条


